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１．重大事故等発生時に適用する手順書の構成（概要） 

 

 

当 
 
 
 
 
 

直 

発 

電 

所 

対 

策 

本 

部 

 

 

 

設計基準事象 設計基準外事故 

炉心損傷後 

 

【手順項目】 

＜事故＞ 

・１次冷却材喪失 

・２次冷却材喪失 

・蒸気発生器伝熱管破損 

・主蒸気管破断   等 

【手順項目】  

＜安全機能ベース＞ 

・未臨界の維持 

・炉心冷却の維持 

・SG 除熱機能の維持 

・格納容器健全性の確保 

・放射能放出防止  等 

 

＜事象ベース＞ 

・全交流電源喪失 

・LOCA 時再循環不能 

・SGTR 時破損 SG 減圧継続 

・インターフェース LOCA 

・全 SGの異常な減圧  

・補機冷却機能喪失 等 

【手順項目】 

＜異常な過渡事象＞ 

・制御棒の異常な引き抜き 

・主給水流量喪失  

・外部電源喪失   等 

｢緊急処置編｣(原子炉関係等) 

｢緊急処置編（第１部）」 

｢緊急処置編（第２部）」 

・
・
・ 

・
・ 

設計基準事象である 

事故等の対応手順 

設計基準外事故への進展時に、主に炉心

損傷を防止することを目的とした手順 

炉心損傷に至った場合に、炉心損傷の影響

緩和、格納容器破損防止を目的とした手順 

事象発生連絡 

｢警報処置編｣ 

大規模損壊 

｢緊急処置編（第３部）」 

【発電所対策本部体制の確立】 

・原子力防災準備体制(※)の発令 

  （原災法 10条未満の警戒事象) 

・原子力防災体制の発令 

 (原災法 10条、15条事象） 

・発電所対策要員の召集 

・関係箇所への通報・連絡 

・応急措置の実施 

・緊急時医療 

・汚染拡大防止 

・線量評価 

・資機材の調達 等 

 

泊発電所原子力災害対策要領 

・ATWS事象緩和手段 

・代替格納容器スプレイ

ポンプによる炉心冷

却手段 

・代替非常用発電機によ

る電源確保手段 等 

重大事故対処

設備(恒設)等

による対応操

作を追加 

運転支援 

(※ ) 原子力災害

対策指針の警

戒事態に準じ

て発令する体

制 

状況連絡 操作指示 運転支援 状況連絡 

機能喪失 

 

 

 

 

 

 

  ■重大事故に至るおそれのある事故、又は重大事故 

   が発生した場合の対応手順（例） 

   ・可搬型給水設備による代替給水手順 

   ・可搬型電源設備による代替電源確保手順 

   ・可搬型スプレイ設備による CV スプレイ手順 

   ・給油手順  等 

  ■大規模自然災害・テロによる大型航空機衝突により 

   大規模損壊が発生した場合の対応手順（例） 

   ・現場での原子炉トリップ操作手順 

   ・T/D-AFWP 手動起動手順 

   ・構内道路補修作業手順 

   ・放水砲による放射性物質拡散抑制手順  等 

｢泊発電所重大事故等発生時およ

び大規模損壊発生時対応要領｣ 

【重大事故等発生時、大規模損壊発生時における

原子炉施設の保全の活動を行う体制の整備に係る

事項について規定する。】 

「泊発電所代替給水等手順要則｣ 

｢泊発電所代替設備等運転手順要則｣ 

・可搬型代替電源車 

・可搬型大型送水ポ

ンプ車 

・放水砲 

等の重大事故対処設

備(可搬型)による対

応操作を規定 

重大事故対処

設備(可搬)等

による対応操

作を規定 

「泊発電所大津波警報発令時対応要則」 

｢泊発電所竜巻発生時対応要則」 

「泊発電所噴火災害発生時対応要則」 

｢泊発電所可搬型代替電源車給電手順要則」 

・ 
・ 

詳細手順書

については、

本要領に基

づく下部規

定で定める。 

機能喪失 

機能喪失 
 

 
放水砲による放射

性物質拡散抑制対

策 

使 用 可 能 な 恒 設 機 器

(例：格納容器スプレイポ

ンプ(自冷化))等による放

射性物質の拡散抑制対策 

「泊発電所 緊急時対策所運用要則｣ 

航空機衝突 

炉心損傷前～炉心損傷

後に渡り、有効となる手

順を整備 

万一、大規模損壊にまで至

った場合でも対応できる

手順を整備 

機能喪失 

中央制御室の

運転員の喪失

も仮定する 

「泊発電所事故進展予測対応要則」 

炉心損傷前 

【主な内容】  

・放射能放出の防止及び緩和 

・格納容器の健全性維持 

・炉心損傷の進展防止及び緩和 

 

 

【手順項目】 

・C/Vスプレイ作動 

・C/V再循環ユニットによる冷却 

・SGへの給水 

・１次系の減圧（主蒸気逃がし弁、加 

 圧器逃がし弁） 

・RCSへのほう酸注入 

・RWSPへの水源補給 

・可搬型大型送水ポ

ンプ車による CV

自然対流冷却 

・代替格納容器スプ

レイポンプによ

る CVスプレイ 

等 

重大事故対処

設備(恒設)等

による対応操

作を追加 

大規模損壊に至る

可能性がある場合 



２－１．運転員の事象判別プロセスと運転要領緊急処置編の体系について

①

NO NO

YES YES

②

④

③ NO

ＮO

YES

YES

⑤

ＮO

YES

⑥

　　NO

NO

⑦ 　YES

⑧

　　NO

⑨ NO

　YES

⑩

　　NO 　NO

⑪

⑫

（※3）炉心出口温度「≧350℃」にて起動

⑬

　　YES

NO

⑭

　　YES 　YES

⑮

　　YES

⑯

　　YES NO

　YES

⑰

　　YES

⑱ 　⑥～⑰異常なし

【凡例】

2

事象の収束に成功

Ｃ／Ｖ外での
ＲＣＳ漏えい確認

ＣＣＷＳの運転確認

主蒸気ライン隔離の確認

補助給水流量確立

ＲＣＳ圧力および
ＳＩ流量の確認（※2）

ＲＣＳ温度の確認

加圧器逃がし弁
自動作動時開固着

ＳＧ２次側の
漏えい確認

ＳＧでの除熱の確認

Ｃ／Ｖスプレイ作動の確認

ＳＧ伝熱管の
漏えい確認

Ｃ／Ｖ内での
ＲＣＳ漏えい確認

NO

タービンおよび発電機トリップ
の確認

ＥＣＣＳ作動信号
発信

緊急処置編（第１部）　事故直後の操作および事象の判別

所内電源および外部電源受電確認
（ＥＣＣＳ作動時）

炉心出口温度「≧３５０℃」
かつ

格納容器高レンジエリアモニタ指示値

「≧１×１０
５
　mSv／h」

緊急処置編（第３部）　適用条件

所内電源および外部電源受電確認

ＤＧ起動時のＢＯシーケンス
作動機器の起動確認

炉心損傷は生じているか

◆ATWS緩和設備
　の作動

事象ベースの運転要領

緊急処置編（第１部） 緊急処置編（第２部）事象ベース

原子炉自動トリップ 原子炉手動トリップ

燃料取替用水ﾋﾟｯﾄへの水源確保

RCS圧力＜2.0MPa
●加圧器逃がし弁開

●2次系による1次系の冷却・減圧

緊急処置編（第２部）　安全機能ベース 緊急処置編（第３部）　　【炉心損傷後】

原子炉補機冷却系による
C/V自然対流冷却

◆C/V再循環ﾕﾆｯﾄによる
　C/V自然対流冷却

◆1次冷却系ﾌｨｰﾄﾞｱﾝﾄﾞ
　ﾌﾞﾘｰﾄﾞ運転

電源の確保 代替非常用発電機の受電操作

YES

原子炉補機冷却系は正常

C/Vｽﾌﾟﾚｲ系の作動

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる
格納容器ｽﾌﾟﾚｲ

◆2次系による1次系急速
　冷却

炉心出口温度「≧350℃」、または、
高圧注入系不作動（※2）

2次系による1次系急速冷却

安全機能ベースの運転
要領

C/V隔離弁の閉止

ｱﾆｭﾗｽ浄化ﾌｧﾝの起動

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる
格納容器ｽﾌﾟﾚｲ

可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による
C/V再循環ﾕﾆｯﾄへの海水供給

C/V自然対流冷却

『緊急処置編（第2部）事
象ベース』適用の判断
基準

プラント冷却操作

●ｲｸﾞﾅｲﾀの起動（※3）
●事故時試料採取設備による

水素濃度の監視

各項目毎の確認事項、
または、事象判別の判
断基準

『◆○○○』は、当該の
要領に定める主要な対
応操作

SGへの給水

RCSへのほう酸注入

原子炉トリップあるいは 

ＥＣＣＳ作動が必要 

未臨界の維持 

ＥＣＣＳ誤作動 

原子炉トリップ処置 

全交流電源喪失(※1) 

全交流電源喪失(※1) 

補機冷却機能喪失(※1) 

格納容器健全性の確保 

ＳＧ除熱機能の維持 

１次冷却材喪失 

２次冷却材喪失 

蒸気発生器伝熱管破損 

１次冷却材喪失 

インターフェイスＬＯＣＡ 

ＬＯＣＡ時再循環不能 

全ＳＧの異常な減圧 

SGTR時破損SG減圧継続 

SGTR時減圧操作不能 

ＬＯＣＡ時再循環不能 

１次系保有水の維持 

炉心冷却の維持 

⑥ 

➢CCWP起動確認  ➢CCWSﾗｲﾝｱｯﾌﾟ正常の確認  ➢CCWｻｰｼﾞﾀﾝｸ水位の確認 

① 

➢原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ遮断器「開放」 

➢制御棒「全挿入」 

➢中性子束「減少中」 

⑰ 

➢加圧器逃がしﾀﾝｸﾗﾌﾟﾁｬﾃﾞｨｽｸ破損  ➢排気筒ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢原子炉補助建屋、原子炉建屋での漏えい 

 （補助建屋ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ水位、漏えい検知器等による確認） 

⑯ 

➢格納容器じんあいﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢格納容器ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢格納容器圧力「上昇」 

➢格納容器再循環ｻﾝﾌﾟ水位「上昇」 
 

② 

【ﾀｰﾋﾞﾝﾄﾘｯﾌ】゚ 

➢非常しゃ断油圧力「低」 

➢主蒸気止め弁「全閉」 

➢蒸気加減弁「全閉」 

➢ｲﾝﾀｰｾﾌﾟﾄ弁「全閉」 

➢再熱蒸気止め弁「全閉」 

【発電機ﾄﾘｯﾌﾟ】 

➢発電機負荷開閉器「切」 

➢界磁遮断器「切」 

⑦ 

➢主蒸気隔離弁「閉」 

⑧ 

➢格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ起動確認  ➢格納容器ｽﾌﾟﾚｲ系ﾗｲﾝｱｯﾌﾟ正常 

➢原子炉格納容器隔離B作動 

⑨ 

➢1次冷却材圧力の確認  ➢高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ出口圧力、流量の確認 

⑩ 

➢補助給水ﾗｲﾝ流量「≧80m3/h」  ➢蒸気発生器水位の確認 

⑫ 

➢1次冷却材温度確認 

⑭ 

➢いずれかの蒸気発生器の主蒸気ﾗｲﾝ圧力「低下」 

➢いずれかの蒸気発生器の主蒸気流量「上昇」 

⑮ 

➢復水器排気ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢蒸気発生器ﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ水ﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢高感度型主蒸気管ﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

⑤ 

➢ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機自動起動 

➢非常用高圧母線電圧「約6.6kV」 

➢常用高圧母線電圧「約6.6kV」  

➢275kV甲・乙母線電圧「約275kV」 

➢泊幹線1・2号線、後志幹線1・2号線 

 電圧「約275kV」 

④ 

➢非常用高圧母線電圧「約6.6kV」  

➢常用高圧母線電圧「約6.6kV」 

➢275kV甲・乙母線電圧「約275kV」 

➢泊幹線1・2号線、後志幹線1・2号線 

 電圧「約275kV」 

③ 

➢ECCS作動ﾌｧｰｽﾄｱｳﾄ警報を確認 

➢ECCS作動ｼｰｹﾝｽによる機器 

 の自動起動確認＊ 

＊高圧注入系、低圧注入系 

 補助給水系、原子炉補機冷却水系、 

 原子炉補機冷却海水系、 

 制御用空気系、換気空調系の機器 

 の起動 

➢RCP「停止」  ➢主給水隔離 

➢原子炉格納容器隔離A作動 

⑬ 

➢加圧器逃がし弁、加圧器逃がし弁元弁の閉止に失敗 

➢非常用母線電圧 

 「受電不能」 

➢275kV甲・乙母線、泊幹線、 

 後志幹線が停電 

再循環切替操作を実施したが、再

循環運転に移行できない 

健全蒸気発生器が確認できず、

全蒸気発生器が減圧を示す 

破損SG隔離後、破損側SGの主蒸

気ﾗｲﾝ圧力が6.93MPaより低下し、

減圧が継続 

漏えい停止のための1次冷却系減

圧操作が不可能 

CCWｻｰｼﾞﾀﾝｸ水位が維持できな

い 

再循環切替操作を実施したが、再

循環運転に移行できない 

➢非常用母線電圧 

 「受電不能」 

➢275kV甲・乙母線、泊幹線、 

 後志幹線が停電 

起因事象等は問わず、ﾌﾟﾗﾝﾄ安全上重要な 

安全機能を確保するための対応操作を記載 

個々の事故シナリオに従った操作を記載 

必要な安全機器の多重故障等が 

発生した場合、当該の要領に移行 

故障等が発生した安全機器の 

機能が回復した場合、元の要領に戻る 

放射能放出防止 

全ての安全機能が満足していれば、 

元の要領に戻る。 

非常用炉心冷却設備に異常が発生、または、事故が進展し、炉心が損傷に至った場合

のさらなる炉心損傷進展の防止および緩和、格納容器の健全性維持、外部への放射

性物質放出の防止および緩和を行う。 

⑱確認事項全てが「正常」 

➢1次冷却材圧力 

➢加圧器水位 

➢格納容器じんあいﾓﾆﾀ、 格納容器ｶﾞｽ 

 ﾓﾆﾀ指示値 

➢格納容器圧力 

➢格納容器再循環ｻﾝﾌﾟ水位 

➢復水器排気ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値 

➢蒸気発生器ﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ水ﾓﾆﾀ指示値 

➢排気筒ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値 

➢主蒸気ﾗｲﾝ圧力 

➢主蒸気流量 

➢加圧器逃がしﾀﾝｸ水位・ 圧力・温度 
 

(※1) 

『全交流電源喪失』および『補機冷却機能喪失』は、電源喪失ある

いは最終ﾋｰﾄｼﾝｸ喪失している状況にあることから、当該の要領を

最優先に選択し対応操作を行う。なお、安全機能の確保に必要な

対応操作についても当該の要領に定めており、事象の収束が可能

である。 

全ての安全機能は 
 

満足されているか 

『緊急処置編（第１部）』、『緊急処置編（第２部）事象ベース』、 

『緊急処置編（第２部）安全機能ベース』にて対応操作 

◆代替再循環 

◆代替再循環 

事象ﾍﾞｰｽの運転要領にて操作中も 

安全機能ﾊﾟﾗﾒｰﾀを常に監視 

１次系保有水の維持

ＥＣＣＳ作動中でなく

かつ

加圧器水位「≦１７％」

緊急処置編（第２部）　安全機能ベース　適用条件　（安全機能パラメータ）

格納容器健全性の確保

格納容器圧力

「≧０．１２７MPa」

かつ

格納容器スプレイ不作動

放射能放出防止

格納容器高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ

指示値「≧1×10
3
mSv／h」

かつ

格納容器スプレイ系不作動

未臨界の維持

原子炉出力「≧５％」

または

炉外核計測装置

中間領域起動率「＞０」

炉心冷却の維持

炉心出口温度「≧３５０℃」

ＳＧ除熱機能の維持

全SG狭域水位「≦下端水位」

かつ

補助給水ﾗｲﾝ流量「＜80m3/h」

⑥～⑰は、 

◆事故直後に確認すべき事項 

   および 

◆事象の判別に必要な事項 

⑪ 

➢ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｲﾊﾟｽ弁による除熱確認  または 

➢主蒸気逃がし弁による除熱確認 

警報発信 

●警報により兆候を把握 

ﾌｧｰｽﾄｱｳﾄ警報や兆候を示す警

報等により、優先的に確認すべき

事項が選択される。 

（※2） 

高圧注入系不作動は、 

⑨にて確認済 



２－２．運転員の事象判別プロセスの例　【１次冷却材喪失の場合】

●C/Vｻﾝﾌﾟ水位上昇率高

１．発信した警報を確認 ●凝縮液量測定装置水位高

　　⇒　発信した警報により、１次冷却材漏えいの ●C/Vじんあいﾓﾆﾀ（R-40）計数率高 ①

　　　　兆候を把握 ●C/Vｶﾞｽﾓﾆﾀ（R-41）計数率高 NO NO

等

YES YES

②

２．事象が進展し、原子炉自動トリップした場合は、プラント
　　トリップ、ＥＣＣＳ作動、電源の受電状況について、

で囲う①～⑤の事項を最優先に確認する。
④

③ NO

ＮO

YES

３．原子炉トリップおよびＥＣＣＳ作動のファースト YES

　　アウト警報を確認し、「１次冷却材喪失」発生を ⑤

　　予測する。 ＮO

※ 内に発信が予想されるファーストアウト YES

警報を記載 ⑥

　　NO

４．兆候として発信した警報、およびファーストアウト

　　警報から「１次冷却材喪失」発生を予測し、⑯の ⑦

　　事項を優先的に確認する。

⑧

　　NO

５．　　　　　で囲う「⑥～⑮，⑰」の事項を確認し、
　　「１次冷却材喪失」であることを確実に判断する。
　　以下に で囲う「⑥～⑮，⑰」の確認例 ⑨

　　を示す。

＜確認例＞
(1) ⑩，⑭の事項により、
　ａ．いずれかのＳＧ水位が低下していない。 ⑩

　ｂ．いずれかのＳＧの主蒸気ライン圧力が低下していない。 　　NO

　ｃ．いずれかのＳＧの主蒸気流量が上昇していない。
　以上の事項から、「２次冷却材喪失」ではないと判断
　する。 ⑪

(2) ⑩，⑭，⑮の事項により、
　ａ．いずれかのＳＧ水位が上昇していない。
　ｂ．いずれかのＳＧの主蒸気ライン圧力が上昇していない。
　ｃ．復水器排気ガスモニタ指示値「正常」 ⑫

　ｄ．蒸気発生器ブローダウン水モニタ指示値「正常」
　ｅ．高感度型主蒸気管モニタ指示値「正常」

　以上の事項から、「蒸気発生器伝熱管破損」ではないと
　判断する。 ⑬

(3) 発信した警報のうち、 　　YES

　　　●Ｃ／Ｖサンプ水位上昇率高
　　　●凝縮液量測定装置水位高
　　は、１次冷却材漏えいだけではなく、２次冷却材漏えい
　　の場合でも警報発信の可能性があることから、 ⑭

　　⑭もしくは⑯を確認することとなる。 　　YES

　　しかし、これに加えて、
　　　●Ｃ／Ｖじんあいモニタ（Ｒ－４０）計数率高
　　　●Ｃ／Ｖガスモニタ（Ｒ－４１）計数率高
　　の警報発信により、「１次冷却材漏えい」が予測できる ⑮

　　ため、プラントトリップ後の事象判別としては、 　　YES

　　「⑯　Ｃ／Ｖ内でのＲＣＳの漏えい確認」を優先して
　　行うこととなる。
以上のプロセスによって、「Ｃ／Ｖ内でのＲＣＳ漏えい」

を特定する。 ⑯

　　YES NO

　YES

６．⑥～⑰の事項を全て確認し、Ｃ／Ｖ内でのＲＣＳ漏えい ⑰

　　と判断すれば、緊急処置編（第１部）「１次冷却材 　　YES

　　喪失」の運転要領を選択し、対応操作を実施する。

⑱ 　⑥～⑰異常なし

兆候の把握

プラントトリップ・ＥＣＣＳ作動・電源の確認

予測

特定

緊急処置編（第２部）
安全機能ベース

原子炉手動トリップ

所内電源および
外部電源受電確認

原子炉自動トリップ

緊急処置編（第１部） 緊急処置編（第２部）事象ベース
緊急処置編（第１部）　事故直後の操作および事象の判別

事象ベースの運転要領

タービンおよび
発電機トリップの確認

ＥＣＣＳ作動信号
発信

補助給水流量確立

ＳＧでの除熱の確認

Ｃ／Ｖスプレイ作動の確認

ＲＣＳ圧力および
ＳＩ流量の確認（※2）

「運転員の事象判別プロセス」の補足説明 関連箇所

１次冷却材漏えいにより発信が
予想される警報

Ｃ／Ｖ外での
ＲＣＳ漏えい確認

ＳＧ２次側の
漏えい確認

ＳＧ伝熱管の
漏えい確認

炉心出口温度「≧350℃」、または、
高圧注入系不作動（※2）

2次系による1次系急速冷却

ＲＣＳ温度の確認

加圧器逃がし弁
自動作動時開固着

ＣＣＷＳの運転確認

主蒸気ライン隔離の確認

ＤＧ起動時のＢＯシーケンス
作動機器の起動確認

所内電源および外部電源受電確認
（ＥＣＣＳ作動時）

手順の選択

原子炉トリップあるいは 

ＥＣＣＳ作動が必要 

未臨界の維持 

ＥＣＣＳ誤作動 

原子炉トリップ処置 

全交流電源喪失 

全交流電源喪失 

補機冷却機能喪失 

格納容器健全性の確保 

ＳＧ除熱機能の維持 

１次冷却材喪失 

２次冷却材喪失 

蒸気発生器伝熱管破損 

１次冷却材喪失 

インターフェイスＬＯＣＡ 

ＬＯＣＡ時再循環不能 

全ＳＧの異常な減圧 

SGTR時破損SG減圧継続 

SGTR時減圧操作不能 

ＬＯＣＡ時再循環不能 

１次系保有水の維持 

炉心冷却の維持 

⑥ ➢CCWP起動確認  ➢CCWSﾗｲﾝｱｯﾌﾟ正常の確認 

    ➢CCWｻｰｼﾞﾀﾝｸ水位の確認 

① 

➢原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ遮断器「開放」 

➢制御棒「全挿入」 

➢中性子束「減少中」 

⑰ 

➢加圧器逃がしﾀﾝｸﾗﾌﾟﾁｬﾃﾞｨｽｸ破損  ➢排気筒ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢原子炉補助建屋、原子炉建屋での漏えい 

 （補助建屋ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ水位、漏えい検知器等による確認） 

⑯ 

➢格納容器じんあいﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢格納容器ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢格納容器圧力「上昇」 

➢格納容器再循環ｻﾝﾌﾟ水位「上昇」 
 

② 

【ﾀｰﾋﾞﾝﾄﾘｯﾌﾟ】 

➢非常しゃ断油圧力「低」 

➢主蒸気止め弁「全閉」 

➢蒸気加減弁「全閉」 

➢ｲﾝﾀｰｾﾌﾟﾄ弁「全閉」 

➢再熱蒸気止め弁「全閉」 

【発電機ﾄﾘｯﾌﾟ】 

➢発電機負荷開閉器「切」 

➢界磁遮断器「切」 

 

⑦ 

➢主蒸気隔離弁「閉」 

⑧ 

➢格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ起動確認  ➢格納容器ｽﾌﾟﾚｲ系ﾗｲﾝｱｯﾌﾟ正常 

➢原子炉格納容器隔離B作動 

⑨ 

➢1次冷却材圧力の確認  ➢高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ出口圧力、流量の確認 

⑩ 

➢補助給水ﾗｲﾝ流量「≧80m3/h」  ➢蒸気発生器水位の確認 

⑫ 

➢1次冷却材温度確認 

⑭ 

➢いずれかの蒸気発生器の主蒸気ﾗｲﾝ圧力「低下」 

➢いずれかの蒸気発生器の主蒸気流量「上昇」 

⑮ 

➢復水器排気ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢蒸気発生器ﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ水ﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢高感度型主蒸気管ﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

⑤ 

➢ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機自動起動 

➢非常用高圧母線電圧「約6.6kV」 

➢常用高圧母線電圧「約6.6kV」  

➢275kV甲・乙母線電圧「約275kV」 

➢泊幹線1・2号線、後志幹線1・2号線 

 電圧「約275kV」 

④ 

➢非常用高圧母線電圧「約6.6kV」  

➢常用高圧母線電圧「約6.6kV」 

➢275kV甲・乙母線電圧「約275kV」 

➢泊幹線1・2号線、後志幹線1・2号線 

 電圧「約275kV」 

③ 

➢ECCS作動ﾌｧｰｽﾄｱｳﾄ警報を確認 

➢ECCS作動ｼｰｹﾝｽによる機器 

 の自動起動確認＊ 

＊高圧注入系、低圧注入系 

 補助給水系、原子炉補機冷却水系、 

 原子炉補機冷却海水系、 

 制御用空気系、換気空調系の機器 

 の起動 

➢RCP「停止」  ➢主給水隔離 

➢原子炉格納容器隔離A作動 

⑬ 

➢加圧器逃がし弁、加圧器逃がし弁元弁の閉止に失敗 

放射能放出防止 

⑱確認事項全てが「正常」 

➢1次冷却材圧力 

➢加圧器水位 

➢格納容器じんあいﾓﾆﾀ、 格納容器ｶﾞｽ 

 ﾓﾆﾀ指示値 

➢格納容器圧力 

➢格納容器再循環ｻﾝﾌﾟ水位 

➢復水器排気ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値 

➢蒸気発生器ﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ水ﾓﾆﾀ指示値 

➢排気筒ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値 

➢主蒸気ﾗｲﾝ圧力 

➢主蒸気流量 

➢加圧器逃がしﾀﾝｸ水位・ 圧力・温度 
 

⑪ 

➢ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｲﾊﾟｽ弁による除熱確認  または 

➢主蒸気逃がし弁による除熱確認 

（※2） 

高圧注入系不作動は、 

⑨にて確認済 

事象が進展し、 

原子炉自動ﾄﾘｯﾌﾟ 
発信が予想されるﾌｧｰｽﾄｱｳﾄ警報 

「加圧器圧力低原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ」 

発信が予想されるﾌｧｰｽﾄｱｳﾄ警報 

「加圧器圧力低・水位低 

ECCS作動」 

Ｃ／Ｖ内での 

ＲＣＳ漏えい確認 

●発信した警報 

●加圧器圧力低原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ 

●加圧器圧力低・水位低ECCS作動 

から、「１次冷却材喪失」を予測し、 

⑯の事項を優先的に確認 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

E 

G 

G 

⑥～⑰の項目を確認し、 

「１次冷却材喪失」である

ことを確実に判断する。 

D 

F 

F 

F 

E 

F 

F 

C 

３



２－３．運転員の事象判別プロセスの例　【２次冷却材喪失の場合】

●C/Vｻﾝﾌﾟ水位上昇率高

１．発信した警報を確認 ●凝縮液量測定装置水位高

　　⇒　発信した警報により、２次冷却材漏えいの ●SG給水＞蒸気流量偏差大 ①

　　　　兆候を把握 ●SG蒸気＞給水流量偏差大 NO NO

等

YES YES

②

２．事象が進展し、原子炉自動トリップした場合は、プラント
　　トリップ、ＥＣＣＳ作動、電源の受電状況について、

で囲う①～⑤の事項を最優先に確認する。
④

③ NO

ＮO

YES

３．原子炉トリップおよびＥＣＣＳ作動のファーストアウト YES

　　警報を確認し、「２次冷却材喪失」発生を予測する。 ⑤

ＮO

※ 内に発信が予想されるファーストアウト
　　警報を記載 YES

⑥

　　NO

４．発信した警報、およびファーストアウト警報から

　　「２次冷却材喪失」発生を予測し、⑭の事項を
　　優先的に確認する。 ⑦

⑧

５．　　　　　で囲う「⑥～⑬，⑮～⑰」の事項を確認し、 　　NO

　　「２次冷却材喪失」であることを確実に判断する。
　　以下に で囲う「⑥～⑬，⑮～⑰」の確認例
　　示す。 ⑨

＜確認例＞
(1) ⑯の事項により、
　ａ．Ｃ／Ｖじんあいモニタ指示値「正常」
　ｂ．Ｃ／Ｖガスモニタ指示値「正常」 ⑩

　以上の事項から、「１次冷却材喪失」ではないと判断 　　NO

　する。
(2) ⑩，⑭，⑮の事項により、
　ａ．いずれかのＳＧ水位が上昇していない。 ⑪

　ｂ．いずれかのＳＧの主蒸気ライン圧力が上昇していない。
　ｃ．復水器排気ガスモニタ指示値「正常」
　ｄ．蒸気発生器ブローダウン水モニタ指示値「正常」
　ｅ．高感度型主蒸気管モニタ指示値「正常」
　以上の事項から、「蒸気発生器伝熱管破損」ではないと ⑫

　判断する。

(3) ⑫の事項より、１次冷却材温度が急速に低下することを
　　確認することで、２次冷却材の漏えいにより、１次系が
　　過度に冷却されていると判断可能。 ⑬

(4) 発信した警報のうち、 　　YES

　　　●Ｃ／Ｖサンプ水位上昇率高
　　　●凝縮液量測定装置水位高
　　は、２次冷却材漏えいだけではなく、１次冷却材漏えい
　　の場合でも警報発信の可能性があることから、 ⑭

　　⑭もしくは⑯を確認することとなる。 　　YES

　　しかし、いずれからのＳＧの給水と蒸気流量偏差
　　警報等により、「２次冷却材漏えい」が予測できるため、
　　プラントトリップ後の事象判別の確認としては、
　　「⑭　ＳＧ２次側の漏えい確認」を優先して行うこと ⑮

　　となる。 　　YES

以上のプロセスによって、「ＳＧ２次側の漏えい」を特定
する。

⑯

　　YES NO

６．⑥～⑰の事項を全て確認し、ＳＧ２次側の漏えいと判断 　YES

　　すれば、緊急処置編（第１部）「２次冷却材喪失」

　　の運転要領を選択し、対応操作を実施する。 ⑰

　　YES

⑱ 　⑥～⑰異常なし

緊急処置編（第２部）
安全機能ベース

原子炉手動トリップ

所内電源および
外部電源受電確認

原子炉自動トリップ

緊急処置編（第１部） 緊急処置編（第２部）事象ベース
緊急処置編（第１部）　事故直後の操作および事象の判別

事象ベースの運転要領

ＤＧ起動時のＢＯシーケンス
作動機器の起動確認

兆候の把握

プラントトリップ・ＥＣＣＳ作動・電源の確認

補助給水流量確立

ＳＧでの除熱の確認

Ｃ／Ｖスプレイ作動の確認

ＲＣＳ圧力および
ＳＩ流量の確認（※2）

タービンおよび
発電機トリップ

の確認

ＥＣＣＳ作動信号
発信

予測

特定

Ｃ／Ｖ外での
ＲＣＳ漏えい確認

ＳＧ伝熱管の
漏えい確認

炉心出口温度「≧350℃」、または、
高圧注入系不作動（※2）

2次系による1次系急速冷却

手順の選択

所内電源および外部電源受電確認
（ＥＣＣＳ作動時）

「運転員の事象判別プロセス」の補足説明 関連箇所

２次冷却材漏えいにより発信が
予想される警報

ＲＣＳ温度の確認

加圧器逃がし弁
自動作動時開固着

ＣＣＷＳの運転確認

主蒸気ライン隔離の確認

原子炉トリップあるいは 

ＥＣＣＳ作動が必要 

未臨界の維持 

ＥＣＣＳ誤作動 

原子炉トリップ処置 

全交流電源喪失 

全交流電源喪失 

補機冷却機能喪失 

格納容器健全性の確保 

ＳＧ除熱機能の維持 

１次冷却材喪失 

２次冷却材喪失 

蒸気発生器伝熱管破損 

１次冷却材喪失 

インターフェイスＬＯＣＡ 

ＬＯＣＡ時再循環不能 

全ＳＧの異常な減圧 

SGTR時破損SG減圧継続 

SGTR時減圧操作不能 

ＬＯＣＡ時再循環不能 

１次系保有水の維持 

炉心冷却の維持 

⑥ ➢CCWP起動確認  ➢CCWSﾗｲﾝｱｯﾌﾟ正常の確認 

    ➢CCWｻｰｼﾞﾀﾝｸ水位の確認 

① 

➢原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ遮断器「開放」 

➢制御棒「全挿入」 

➢中性子束「減少中」 

⑰ 

➢加圧器逃がしﾀﾝｸﾗﾌﾟﾁｬﾃﾞｨｽｸ破損  ➢排気筒ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢原子炉補助建屋、原子炉建屋での漏えい 

 （補助建屋ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ水位、漏えい検知器等による確認） 

⑯ 

➢格納容器じんあいﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢格納容器ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢格納容器圧力「上昇」 

➢格納容器再循環ｻﾝﾌﾟ水位「上昇」 

② 

【ﾀｰﾋﾞﾝﾄﾘｯﾌﾟ】 

➢非常しゃ断油圧力「低」 

➢主蒸気止め弁「全閉」 

➢蒸気加減弁「全閉」 

➢ｲﾝﾀｰｾﾌﾟﾄ弁「全閉」 

➢再熱蒸気止め弁「全閉」 

【発電機ﾄﾘｯﾌﾟ】 

➢発電機負荷開閉器「切」 

➢界磁遮断器「切」 

 

⑦ 

➢主蒸気隔離弁「閉」 

⑧ 

➢格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ起動確認  ➢格納容器ｽﾌﾟﾚｲ系ﾗｲﾝｱｯﾌﾟ正常 

➢原子炉格納容器隔離B作動 

⑨ 

➢1次冷却材圧力の確認  ➢高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ出口圧力、流量の確認 

⑩ 

➢補助給水ﾗｲﾝ流量「≧80m3/h」  ➢蒸気発生器水位の確認 

⑫ 

➢1次冷却材温度確認 

⑭ 

➢いずれかの蒸気発生器の主蒸気ﾗｲﾝ圧力「低下」 

➢いずれかの蒸気発生器の主蒸気流量「上昇」 

⑮ 

➢復水器排気ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢蒸気発生器ﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ水ﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

➢高感度型主蒸気管ﾓﾆﾀ指示値「上昇」 

⑤ 

➢ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機自動起動 

➢非常用高圧母線電圧「約6.6kV」 

➢常用高圧母線電圧「約6.6kV」  

➢275kV甲・乙母線電圧「約275kV」 

➢泊幹線1・2号線、後志幹線1・2号線 

 電圧「約275kV」 

④ 

➢非常用高圧母線電圧「約6.6kV」  

➢常用高圧母線電圧「約6.6kV」 

➢275kV甲・乙母線電圧「約275kV」 

➢泊幹線1・2号線、後志幹線1・2号線 

 電圧「約275kV」 

③ 

➢ECCS作動ﾌｧｰｽﾄｱｳﾄ警報を確認 

➢ECCS作動ｼｰｹﾝｽによる機器 

 の自動起動確認＊ 

＊高圧注入系、低圧注入系 

 補助給水系、原子炉補機冷却水系、 

 原子炉補機冷却海水系、 

 制御用空気系、換気空調系の機器 

 の起動 

➢RCP「停止」  ➢主給水隔離 

➢原子炉格納容器隔離A作動 

⑬ 

➢加圧器逃がし弁、加圧器逃がし弁元弁の閉止に失敗 

放射能放出防止 

⑱確認事項全てが「正常」 

➢1次冷却材圧力 

➢加圧器水位 

➢格納容器じんあいﾓﾆﾀ、 格納容器ｶﾞｽ 

 ﾓﾆﾀ指示値 

➢格納容器圧力 

➢格納容器再循環ｻﾝﾌﾟ水位 

➢復水器排気ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値 

➢蒸気発生器ﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ水ﾓﾆﾀ指示値 

➢排気筒ｶﾞｽﾓﾆﾀ指示値 

➢主蒸気ﾗｲﾝ圧力 

➢主蒸気流量 

➢加圧器逃がしﾀﾝｸ水位・ 圧力・温度 
 

⑪ 

➢ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｲﾊﾟｽ弁による除熱確認  または 

➢主蒸気逃がし弁による除熱確認 

（※2） 

高圧注入系不作動は、 

⑨にて確認済 

事象が進展し、 

原子炉自動ﾄﾘｯﾌﾟ 

発信が予想されるﾌｧｰｽﾄｱｳﾄ警報 

●「ECCS作動による原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ」 

●「SG水位低原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ」 

発信が予想されるﾌｧｰｽﾄｱｳﾄ警報 

「C/V圧力高ECCS作動」 

Ｃ／Ｖ内での 

ＲＣＳ漏えい確認 

●発信した警報 
 

●C/V圧力高ECCS作動 

または 

●SG水位低原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ 
 

から、「２次冷却材喪失」を予測し、 

⑭の事項を優先的に確認 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

E 

I 

I 

⑥～⑰の項目を確認し、 

「２次冷却材喪失」である

ことを確実に判断する。 

D 

G 

F 

G 

E 

F 

G 

C 

ＳＧ２次側の 

漏えい確認 

H 

H 

G 

４



３－１．全交流動力電源喪失発生から炉心損傷へ進展する事象の場合の手順フロー

●原子炉ﾄﾘｯﾌﾟしゃ断器「開放」

●中性子束「減少中」

（※１）

非常用母線電圧 0V

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機自動起動 自動起動せず

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機しゃ断器投入状態 投入せず

（※３）大規模な漏えいの判断項目

（※２）ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機起動または外部電源からの受電を試みる。

早期の電源回復

　早期の電源回復不能の場合

（並行操作）

（※６）

１．代替非常用発電機による受電準備＋受電操作

２．可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による使用済燃料ﾋﾟｯﾄ

　への海水供給準備

３．可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による補助給水ﾋﾟｯﾄ

　への海水供給準備

NO

　YES

（継続操作）

YES

　NO

　YES

（※７） NO

　YES

NO

　YES 　YES

　NO

　YES

NO

　YES

　YES

格納容器高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ（高ﾚﾝｼﾞ）
指示値

RCP封水・CCW隔離

SFP保有水確保

補助給水の水源確保

RWSP水位≦3%

1次系温度（圧力）
約170℃（約0.7MPa）

C/V自然対流冷却（海水通水）準備
およびSIP冷却水（海水通水）準備

C/V自然対流冷却

SIPによる高圧再循環

補助給水ﾎﾟﾝﾌﾟ切替
（T/D→M/D）

●ｲｸﾞﾅｲﾀの起動
●事故時試料採取設備による

水素濃度の監視

C/V自然対流冷却

1次冷却材圧力 急低下

急上昇

上昇

格納容器高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ（低ﾚﾝｼﾞ）
指示値

上昇

代替非常用発電機による受電
代替給水準備（※６）

C/V隔離弁の閉止

緊急処置編（第３部）
【炉心損傷後】

健全SG2次側による
1次系急速冷却・減圧

RCSへのほう酸注入

燃料取替用水ﾋﾟｯﾄへの水源確保

RCP封水・CCW隔離

不要な直流負荷の切り離し

１次系圧力（温度）
約1.7MPa（約208℃）以下

ｱﾆｭﾗｽ空気浄化ﾌｧﾝ起動

健全SG2次側による
1次系急速冷却・減圧の停止

充電器盤・運転保安照明
電源供給

代替非常用発電機
による受電可能

電源の確保
代替非常用発電機の受電

代替非常用発電機の受電操作

C/V隔離弁の閉止

原子炉補機冷却系は正常

補助給水の水源確保

非常用母線電源回復操作

蓄圧ﾀﾝｸ出口弁閉

C/V高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ
（高ﾚﾝｼﾞ）指示値

緊急処置編（第１部）
事故直後の操作
および事象の判別

状況

作動
（1次冷却材圧力が蓄圧ﾀﾝｸ圧力未
満であり、かつ、連続的に低下中）

蓄圧注入系

補助給水流量確認

確認事項 状況

緊急処置編
外部電源喪失

1次冷却材温度

加圧器圧力
（ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟしている領域）

判断項目

格納容器内温度

原子炉自動ﾄﾘｯﾌﾟ

ﾀｰﾋﾞﾝおよび発電機ﾄﾘｯﾌﾟ
の確認

１次冷却系隔離の確認

緊急処置編（第２部）
事象ベース

全交流電源喪失

炉心損傷判断ﾊﾟﾗﾒｰﾀ

炉心出口温度

炉心出口温度「≧350℃」

かつ

格納容器高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ（高ﾚﾝｼﾞ）指示値

「≧1×105mSv/h」

後備蓄電池投入

C/V自然対流冷却
（海水通水）準備

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾟﾗﾒｰﾀ

－

緊急処置編（第３部）適用条件
（炉心損傷と判断される条件）

格納容器圧力

格納容器再循環ｻﾝﾌﾟ水位（狭域）

SFP保有水確保

格納容器再循環ｻﾝﾌﾟ水位（広域）

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾟﾗﾒｰﾀ

1次冷却材高温側温度

●格納容器高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ（低
ﾚﾝｼﾞ）指示値「上限」

●ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄの指示値
　急上昇

ｱﾆｭﾗｽ浄化ﾌｧﾝの起動

RCS圧力＜2.0MPa

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
停止

C/Vｽﾌﾟﾚｲ系の作動

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる
格納容器ｽﾌﾟﾚｲ

可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による
C/V再循環ﾕﾆｯﾄへの海水供給

原子炉補機冷却系による
C/V自然対流冷却

RWSP水位16.5%およびC/V再循環
ｻﾝﾌﾟ水位70%以上を確認

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる
炉心注入

健全SG2次側により
1次系急速冷却、減圧再開

SGへの給水

全交流動力電源喪失が発生 

1次冷却材漏えいの規模確認 

（※３） 

補助給水流量≧80m3/h 

（※４） 

非常用母線の電源回復操作 

（※２） 

所内電源および外部電源 

受電確認（※１） 

炉心損傷判断（※７） 

全交流動力電源喪失と判断 

対応操作中に 

炉心損傷と 

判断した場合 

小規模な漏えいであっても、２次系によ

る１次系の除熱ができない場合は、明ら

かに炉心損傷に至ると判断し、 

●格納容器スプレイの準備 

●加圧器逃がし弁開操作の準備 

を行う。 

蓄圧注入系が作動し、かつＲＣＳ圧力低

下が継続した場合は、明らかに炉心損

傷に至ると判断し、 

●格納容器スプレイ 

の準備を行う。 

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる 

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ 

加圧器逃がし弁開による 

1次系の減圧 

５
 

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる 

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ準備 

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる 

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ準備 

ｱﾆｭﾗｽ空気浄化ﾌｧﾝ起動準備 ｱﾆｭﾗｽ空気浄化ﾌｧﾝ起動準備 

加圧器逃がし弁操作用 

窒素ｶﾞｽ供給準備 

代替非常用発電機による受電 

代替給水準備（※５） 

代替非常用発電機による受電 

代替給水準備（※５） 

ｱﾆｭﾗｽ空気浄化ﾌｧﾝの起動 

充電器盤・運転保安照明 

電源供給 

RCP封水・CCW隔離 

SFP保有水確保 

C/V自然対流冷却 

（海水通水）準備 

蓄圧ﾀﾝｸ出口弁閉 

大規模な漏えい 

小規模な漏えい 
YES 

（並行操作） （並行操作） 

（※５） 

１．代替非常用発電機による受電準備＋受電操作 

２．可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による使用済燃料ﾋﾟｯﾄ  

  への海水供給準備 

３．可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による燃料取替用水 

  ﾋﾟｯﾄへの海水供給準備 

●可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による 

 使用済燃料ﾋﾟｯﾄへの海水供給 

 ※炉心損傷後も操作を継続 

●可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による 

 原子炉補機冷却海水系への海水供給準備 

●大LOCAの場合は、RCS圧力 

 約0.6MPaで閉 

NO 

小規模な漏えいであって、かつ、２次系

による１次系の除熱ができれば、炉心損

傷防止可能と判断し、 

●炉心注入 

の準備を行う。 

C/V隔離弁の閉止 

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる 

炉心注入の準備 

（※４） 

補助給水機能喪

失の場合、回復操

作を実施 

ｱﾆｭﾗｽ空気浄化ﾌｧﾝ起動準備 

（継続監視） （継続監視） 



３－２．全交流動力電源喪失時、対応操作を『炉心損傷防止』から『格納容器破損防止』へ移行する場合の手順フロー

●原子炉ﾄﾘｯﾌﾟしゃ断器「開放」

●中性子束「減少中」

（※１）

非常用母線電圧 0V

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機自動起動 自動起動せず

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機しゃ断器投入状態 投入せず

（※３）大規模な漏えいの判断項目

（※２）ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機起動または外部電源からの受電を試みる。

早期の電源回復

　早期の電源回復不能の場合

NO

　YES

（継続操作）

YES

　NO

　YES

（※７） NO

　YES

NO

　YES 　YES

　NO

　YES

NO

　YES

　YES

緊急処置編（第２部）
事象ベース

全交流電源喪失

RCSへのほう酸注入

燃料取替用水ﾋﾟｯﾄへの水源確保

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる
格納容器ｽﾌﾟﾚｲ

原子炉補機冷却系による
C/V自然対流冷却

SGへの給水

●ｲｸﾞﾅｲﾀの起動
●事故時試料採取設備による

水素濃度の監視

RCS圧力＜2.0MPa

1次冷却材圧力 急低下

加圧器圧力
（ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟしている領域）

判断項目 状況 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾟﾗﾒｰﾀ

代替非常用発電機
による受電可能

格納容器高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ（低ﾚﾝｼﾞ）
指示値

原子炉自動ﾄﾘｯﾌﾟ

ﾀｰﾋﾞﾝおよび発電機ﾄﾘｯﾌﾟ
の確認 確認事項 状況

１次冷却系隔離の確認

補助給水流量確認
1次冷却材温度

蓄圧注入系
作動
（1次冷却材圧力が蓄圧ﾀﾝｸ圧力未
満であり、かつ、連続的に低下中）

－緊急処置編
外部電源喪失

上昇
格納容器高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ（高ﾚﾝｼﾞ）
指示値

格納容器圧力 急上昇 格納容器内温度

格納容器再循環ｻﾝﾌﾟ水位（狭域） 上昇 格納容器再循環ｻﾝﾌﾟ水位（広域）

炉心損傷判断ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾟﾗﾒｰﾀ

「≧1×105mSv/h」

後備蓄電池投入

炉心出口温度「≧350℃」

代替非常用発電機の受電操作
緊急処置編（第３部）適用条件
（炉心損傷と判断される条件）

補助給水の水源確保

かつ
蓄圧ﾀﾝｸ出口弁閉

格納容器高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ（高ﾚﾝｼﾞ）指示値

電源の確保
代替非常用発電機の受電

C/V隔離弁の閉止

ｱﾆｭﾗｽ浄化ﾌｧﾝの起動
健全SG2次側により

1次系急速冷却、減圧再開

炉心出口温度 1次冷却材高温側温度
1次系温度（圧力）
約170℃（約0.7MPa）

C/V高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ
（高ﾚﾝｼﾞ）指示値

●格納容器高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ（低
ﾚﾝｼﾞ）指示値「上限」

●ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄの指示値
　急上昇

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる
炉心注入

C/Vｽﾌﾟﾚｲ系の作動

原子炉補機冷却系は正常

RWSP水位≦3%

補助給水ﾎﾟﾝﾌﾟ切替
（T/D→M/D）

可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による
C/V再循環ﾕﾆｯﾄへの海水供給

C/V自然対流冷却（海水通水）準備
およびSIP冷却水（海水通水）準備

C/V自然対流冷却

C/V自然対流冷却

RWSP水位16.5%およびC/V再循環
ｻﾝﾌﾟ水位70%以上を確認

SIPによる高圧再循環

緊急処置編（第３部）
【炉心損傷後】

緊急処置編（第１部）
事故直後の操作
および事象の判別

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
停止

充電器盤・運転保安照明
電源供給

SFP保有水確保

RCP封水・CCW隔離 補助給水の水源確保

SFP保有水確保
C/V自然対流冷却
（海水通水）準備

非常用母線電源回復操作

C/V隔離弁の閉止 不要な直流負荷の切り離し

ｱﾆｭﾗｽ空気浄化ﾌｧﾝ起動 RCP封水・CCW隔離

全交流動力電源喪失が発生 

1次冷却材漏えいの規模確認 

（※３） 

補助給水流量≧80m3/h 

（※４） 

非常用母線の電源回復操作 

（※２） 

所内電源および外部電源 

受電確認（※１） 

炉心損傷判断（※７） 

全交流動力電源喪失と判断 

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる 

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ 

加圧器逃がし弁開による 

1次系の減圧 

６
 

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる 

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ準備 

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる 

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ準備 

ｱﾆｭﾗｽ空気浄化ﾌｧﾝ起動準備 ｱﾆｭﾗｽ空気浄化ﾌｧﾝ起動準備 

加圧器逃がし弁操作用 

窒素ｶﾞｽ供給準備 

代替非常用発電機による受電 

代替給水準備（※５） 

代替非常用発電機による受電 

代替給水準備（※５） 

充電器盤・運転保安照明 

電源供給 

RCP封水・CCW隔離 

SFP保有水確保 

C/V自然対流冷却 

（海水通水）準備 

蓄圧ﾀﾝｸ出口弁閉 

大規模な漏えい 

小規模な漏えい YES 

（並行操作） （並行操作） 

（※５） 

１．代替非常用発電機による受電準備＋受電操作 

２．可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による使用済燃料ﾋﾟｯﾄ 

  への海水供給準備 

３．可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による燃料取替用水 

  ﾋﾟｯﾄへの海水供給準備 

●可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による 

 使用済燃料ﾋﾟｯﾄへの海水供給 

 ※炉心損傷後も操作を継続 

●可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による 

 原子炉補機冷却海水系への 

 海水供給準備 

●大LOCAの場合は、 

 RCS圧力 

 約0.6MPaで閉 

NO 

小規模な漏えいであって、かつ、２次系

による１次系の除熱ができれば、炉心

損傷防止可能と判断し、 

●炉心注入 

の準備を行う。 

C/V隔離弁の閉止 

代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟによる 

炉心注入の準備 

（※４） 

補助給水機能喪失場合、回

復操作を実施 

健全SG2次側による 

1次系急速冷却・減圧 

代替非常用発電機による受電 

代替給水準備（※６） 
（※６） 

１．代替非常用発電機による受電準備+受電操作 

２．可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による使用済燃料ﾋﾟｯﾄ 

  への海水供給準備 

３．可搬型大型送水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による補助給水ﾋﾟｯﾄ 

  への海水供給準備 
１次系圧力（温度） 

約1.7MPa（約208℃）以下 

健全SG2次側による 

1次系急速冷却・減圧の停止 

安全機能ﾊﾟﾗﾒｰﾀである 

 ●炉心出口温度 

 ●C/V高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ指示値 

は常に監視しており、 

炉心損傷と判断される条件に合

致すれば、 

緊急処置編（第３部）へ移行する。 

ｱﾆｭﾗｽ空気浄化ﾌｧﾝの起動 

ｱﾆｭﾗｽ空気浄化ﾌｧﾝ起動準備 

（並行操作） 

（継続監視） （継続監視） 

対応操作中に漏え

い量が増大し、蓄圧

注入系が作動、RCS

圧力低下が継続し

た場合、格納容器ｽ

ﾌﾟﾚｲの準備を行う。 

対応操作中、補助

給水機能喪失により、

補助給水流量が 

「＜80m3/h」となった

場合、補助給水機

能回復操作を実施

するとともに、格納

容器ｽﾌﾟﾚｲの準備を

行う。 

対応操作中に 

炉心損傷と 

判断した場合 

安全機能パラメータは、事象

ベースの運転要領にて対応操作

中も常に監視する。 

＜安全機能パラメータ＞ 

◆炉心出口温度 

◆ＳＧ水位 

◆補助給水流量 

◆Ｃ／Ｖ圧力 

◆Ｃ／Ｖ高ﾚﾝｼﾞｴﾘｱﾓﾆﾀ指示値 

◆加圧器水位 

                        等 



 ４－１．重大事故等発生時における指揮命令系及びマニュアルの使用例について（１）【２次系除熱機能の喪失事故（主給水流量喪失＋補助給水機能喪失）】 

７ 

 

 

 

【事故シナリオにおける運転要領の概要フロー】 

（主給水流量喪失＋補助給水機能喪失＜２次系からの除熱機能喪失事故＞） 

 

 

【原子力災害対策要領】 

 

 

【重大事故等発生時および大規模損壊発生時対応要領】※３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟのﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞ等

により、災害対策要員が中

央制御室等への自動参集 

（原子炉トリップ失敗の場合） 

運転要領「緊急処置編」(第１部） 

｢事故直後の操作および事象の判別｣ 

（当直） （発電所対策本部） 

運転要領「緊急処置編」(第２部） 

安全機能ベース｢SG除熱機能の維持｣ 

｢緊急処置編｣（第２部）

「未臨界の維持」 

加圧器逃がし弁手動開放による 

フィードアンドブリード運転開始 

【原子力防災体制】(第 10条、15条事象発生時) 

備  考 

15条通報 

余熱除去系による１次系の

長期に亘る冷却を継続 

２次系による１次系の冷却 

発電室長(発電室長

から原子力防災管理

者へ連絡)または副

原子力防災管理者

(夜間・休日)へ連絡 

原子力防災管理者また

は副原子力防災管理者

が原子力防災体制を発

令及び通報又は報告・

連絡・要員召集 

※2 

連絡・操作依頼 

※2 

「主給水流量喪失」事象発生 

（例） 運転要領「警報処置編」 

【異常の兆候を 

 示す警報の発信】 

10条通報 NO 

NO 

ＳＧ直接給水

用高圧ポンプ

による SG給水 

「補助給水ポンプトリップ」 

(補助給水流量喪失パーシャル) 

・主給水流量の減少を示す警報 

・主給水ポンプトリップ関連警報 

10条未満(警戒

事態)通報 
発電室長(発電室長

から原子力防災管理

者へ連絡)または副

原子力防災管理者

(夜間・休日)へ連絡 

【原子力防災準備体制】(第 10条未満事象発生時） 

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ 

不能と判断 

※1 

10条（施設敷地緊急事態）通報 

15条（全面緊急事態）報告 

10条未満（警戒事態）通報 

【原災法に基づく通報】 

※1 

ＳＧ直接給水

用高圧ポンプ

の使用準備 

全ての蒸気発生器広域水位 10％未満 

YES 

ECCS作動信号手動発信 

高圧注入系の動作確認 

格納容器圧力が 0.127MPa 以上とな

れば、格納容器スプレイ作動を確認 

燃料取替用水ピット水位が 16.5％と

なれば再循環切替を実施する。 

１基以上の蒸気発生器狭域水位 ≧ 下端水位 

余熱除去系が使用可能か 

(REC 圧力 2.75MPa 以下、温度 170℃以下) 

フィードアンドブリード運転停止 

 運転要領「緊急処置編」(第１部） 

｢１次冷却材喪失｣ 

【事象の判別】 

２次系除熱機能喪失判断 

 

補助給水系による給水回復 

主給水系による給水回復 

YES 

NO 

YES 

NO 

適宜報告 

手順① 

 

■①：SG直接給水用高圧ポンプ起動 

「泊発電所 代替設備等運転手順要則」 

・｢SG 直接給水用高圧ポンプによる SG への給水手順

書」 

 

・原因調査、監視強化(SG 水位等） 

・対応措置 

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ･ﾀｰﾋﾞﾝﾄﾘｯﾌﾟ･発電機ﾄﾘｯﾌﾟの確認 

（例） 

・主給水喪失＋電動またはタービン動補助給水ポン

プによる給水喪失 

運転班長 災害対策本部長 

・主給水喪失＋全ての補助給水機能喪失 

・制御棒の自動及び手動挿入不能 

原子力防災管理者また

は副原子力防災管理者

が原子力防災準備体制

を発令及び通報・連

絡・要員召集 

運転班長 

運転班長 

連絡 

適宜報告 

原子力主任技術者 

意見・具申 

 
有効性評価上 

必須の操作 

有効性評価上 

期待しない操作 

※3 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者

の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置

を実施するために必要な技術的能力に係る審査

基準」にて要求される手順のうち、災害対策要

員が使用する手順書をまとめたもの 

※4 対策本部体制確立後、当直は対策本部の指揮下

で操作を行うが、運転要領に予め規定された操

作については、発電課長(当直)の指示により、

当直が主体となって実施する。 

NO 



 ４－２．重大事故等発生時における指揮命令系及びマニュアルの使用例について（２）【格納容器過温破損事故（全交流動力電源喪失＋補助給水機能喪失＋LUHS）】 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事故シナリオにおける運転要領の概要フロー】 

（全交流動力電源喪失＋補助給水機能喪失＜格納容器過温破損事故＞） 

 

 

【原子力災害対策要領】 

 

 

【重大事故等発生時および大規模損壊発生時対応要領】※１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１：非常用直流電源は使用可能 

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟのﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞ等

により、災害対策要員が中

央制御室等への自動参集 

ｱﾆｭﾗｽ空気浄

化ﾌｧﾝを起動 

代替格納容器

スプレイポン

プの準備 

（原子炉トリップ失敗の場合） 

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ･ﾀｰﾋﾞﾝﾄﾘｯﾌﾟ･発電機ﾄﾘｯﾌﾟの確認 

運転要領「緊急処置編」(第１部） 

｢事故直後の操作および事象の判別｣ 

（当直） （発電所対策本部） 

運転要領「緊急処置編」(第２部） 

事象ベース｢全交流電源喪失｣ 

「緊急処置編」（第２部） 

「未臨界の維持」 

格納容器自

然対流冷却

の準備 
代替非常用発

電機による電

源回復操作 

【事象の判別】 

全交流動力電源喪失(*１)判断 

 

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ 

不能と判断 

15条報告 

ｱﾆｭﾗｽ空気

浄化ﾌｧﾝ起

動準備 

炉心損傷判断 

加圧器逃がし弁による 

１次系強制減圧開始（＜2.0MPa） 

可搬型大型送

水ポンプ車に

よる格納容器

自然対流冷却

準備 

代替非常用発

電機の準備 

【原子力防災体制】(第 10条、15条事象発生時) 

備  考 

運転要領｢緊急処置編｣(第３部) 

｢主要操作」 

代替格納容器スプレイポンプによる 

格納容器スプレイ開始＊２ 

15条報告 

10条通報 

原子炉容器破損 

加圧器逃が

し弁準備 

可搬型大型送水ポンプ車による C/V再

循環ユニットへの冷却水通水による

格納容器自然対流冷却へ切替 

可搬型大型送水ポンプ車による燃料

取替用水ピットへの補給 

可搬型大型送

水ポンプ車に

よる燃料取替

用水ピットへ

の補給準備 

可搬型大型送

水ポンプ車に

よる使用済燃

料ピットへの

補給準備 

タービン動補

助給水ポンプ

機能回復操作 

運転要領「緊急処置編」(第２部） 

事象ベース｢全交流電源喪失｣ 

発電室長(発電室長

から原子力防災管理

者へ連絡)または副

原子力防災管理者

(夜間・休日)へ連絡 

原子力防災管理者または

副原子力防災管理者が防

災体制を発令及び通報又

は報告・連絡・要員召集 

※ 

電源回復 

電動補助給水ポンプ機能回復操作 

SG 直接給水用

高圧ポンプ使

用準備 

SG 直接給水用

高圧ポンプに

よる給水開始 
電動補助給水ポンプ機能回復 

主蒸気逃がし弁による１次系冷却 

NO 

YES 

YES 
NO 

手順① 

手順② 

手順③ 

手順④ 

 

■①～③：代替給水 

 ｢泊発電所 代替給水等手順要則」より 

・①：「可搬型大型送水ポンプ車および可搬型中型

送水ポンプ車によるＳＷＳへの給水手順書」 

・②：「可搬型大型送水ポンプ車によるＲＷＳＴ(ピ

ット）給水手順書」 

・③：「可搬型大型送水ポンプ車によるＳＦＰ給水

手順書」 

手順⑤ 

■④：タービン動補助給水手動起動 

・｢タービン動補助給水ポンプ非常用油ポンプ起動

用バッテリ接続手順」 

・｢泊発電所 代替給水等手順要則」より 

 「タービン動補助給水ポンプ手動軸受給油による

起動手順」 

■⑤：ＳＧ直接給水用高圧ポンプ起動 

・「泊発電所 代替設備等運転手順要則」より 

 ｢ＳＧ直接給水用高圧ポンプによるＳＧへの給水

手順書」 

■⑥：充てんポンプ(自冷化)起動 

・「泊発電所 代替設備等運転手順要則」より 

 ｢３号機充てんポンプ(自己冷却）による炉心注入

手順書」 

各班長 

災害対策本部長 

運転班長 

意見・具申 

10条（施設敷地緊急事態）通報 

15条（全面緊急事態）報告 

【原災法に基づく通報】 

※ 

・全交流動力電源喪失が 30 分以上継続 

・制御棒の自動及び手動挿入不能 

・全交流動力電源喪失が１時間以上継続 

・主給水喪失＋全ての補助給水機能喪失＋非常用炉

心冷却機能の喪失 

操作開始連絡 

補助給水系機能喪失と判断 

早期の電源回復が不能と判断 

（例） 運転要領「警報処置編」 

【異常の兆候を 

 示す警報の発信】 
・外部電源喪失(１系統)を示す警報 ・原因調査、監視強化(電源系） 

・対応措置 

「全交流動力電源喪失＋補助給水機能喪失」発生 

運転班長 

連絡・操作依頼 

充てんポンプ

(自冷化)使用

準備 

手順⑥ 
充てんポンプ

(自冷化)によ

る注水開始 

原子力主任技術者 

 
有効性評価上 

必須の操作 

有効性評価上 

期待しない操作 

【指揮命令系の流れ】 

※1 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者

の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置

を実施するために必要な技術的能力に係る審査

基準」にて要求される手順のうち、災害対策要

員が使用する手順書をまとめたもの 

※３ 

※３ 

※2 対策本部体制確立後、当直は対策本部の指揮下

で操作を行うが、運転要領に予め規定された操

作については、発電課長(当直)の指示により、

当直が主体となって実施する。 



 ４－３．重大事故等発生時における指揮命令系及びマニュアルの使用例について（３）【重大事故(格納容器過温破損事故)から大規模損壊に至る可能性がある場合】 
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【事故シナリオにおける運転要領の概要フロー】 

（全交流動力電源喪失＋補助給水機能喪失＜格納容器過温破損事故＞） 

 

 

【原子力災害対策要領】 

 

 

【重大事故等発生時および大規模損壊発生時対応要領】※１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１：非常用直流電源は使用可能 

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟのﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞ等

により、災害対策要員が中

央制御室等への自動参集 

ｱﾆｭﾗｽ空気浄

化ﾌｧﾝを起動 

代替格納容器

スプレイポン

プの準備 

（原子炉トリップ失敗の場合） 

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ･ﾀｰﾋﾞﾝﾄﾘｯﾌﾟ･発電機ﾄﾘｯﾌﾟの確認 

運転要領「緊急処置編」(第１部） 

｢事故直後の操作および事象の判別｣ 

（当直） （発電所対策本部） 

運転要領「緊急処置編」(第２部） 

事象ベース｢全交流電源喪失｣ 

「緊急処置編」（第２部） 

「未臨界の維持」 

格納容器自

然対流冷却

の準備 
代替非常用発

電機による電

源回復操作 

【事象の判別】 

全交流動力電源喪失(*１)判断 

 

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ 

不能と判断 

15条報告 

ｱﾆｭﾗｽ空気

浄化ﾌｧﾝ起

動準備 

炉心損傷判断 

加圧器逃がし弁による 

１次系強制減圧開始（＜2.0MPa） 

代替非常用発

電機の準備 

【原子力防災体制】(第 10条、15条事象発生時) 

備  考 

運転要領｢緊急処置編｣(第３部) 

｢主要操作」 

代替格納容器スプレイポンプによる 

格納容器スプレイ開始＊２ 

15条報告 

10条通報 

原子炉容器破損 

加圧器逃が

し弁準備 

可搬型大型送水ポンプ車による C/V再

循環ユニットへの冷却水通水による

格納容器自然対流冷却へ切替 

可搬型大型送水ポンプ車による燃料

取替用水ピットへの補給 

運転要領「緊急処置編」(第２部） 

事象ベース｢全交流電源喪失｣ 

発電室長(発電室長

から原子力防災管理

者へ連絡)または副

原子力防災管理者

(夜間・休日)へ連絡 原子力防災管理者また

は副原子力防災管理者

が防災体制を発令及び

通報・連絡・要員召集 

※ 

電源回復 

電動補助給水ポンプ機能回復操作 

電動補助給水ポンプ機能回復 

主蒸気逃がし弁による１次系冷却 

各班長 

災害対策本部長 

運転班長 

原子力主任技術者 

意見・具申 

10条（施設敷地緊急事態）通報 

15条（全面緊急事態）報告 

【原災法に基づく通報】 

※ 

・全交流動力電源喪失が 30 分以上継続 

・制御棒の自動及び手動挿入不能 

・全交流動力電源喪失が１時間以上継続 

・主給水喪失＋全ての補助給水機能喪失＋非常用炉

心冷却機能の喪失 

操作開始連絡 

補助給水系機能喪失と判断 

早期の電源回復が不能と判断 

（例） 運転要領「警報処置編」 

【異常の兆候を 

 示す警報の発信】 
・外部電源喪失(１系統)を示す警報 ・原因調査、監視強化(DG 等） 

・対応措置 

「全交流動力電源喪失＋補助給水機能喪失」発生 

運転班長 

操作失敗連絡 

■電源の確保に関する対策 

「泊発電所可搬型代替電源車給電手順」 

■原子炉圧力バウンダリを減圧するための対策 

「泊発電所加圧器逃がし弁電磁弁駆動用バッテリ

接続手順」 

■原子炉格納容器内の冷却等のための対策 

「可搬型注水ポンプ車による原子炉格納容器スプ

レイ手順書」 

「可搬型注水ポンプ車による原子炉格納容器スプ

レイのための系統構成手順書」 

■事業所外への放射性物質の拡散を抑制するため

の対策 

「放水砲による放射性物質の拡散を抑制するため

の手順書」 

電源回復操作失敗確認 

給電不能確認 

代替格納容器スプレイポン

プによるスプレイ失敗確認 

C/V再循環ユニットによる

自然対流冷却失敗確認 

大規模損壊又は大規模損壊

に至る可能性ありと判断 

【指揮命令系の流れ】 

※1 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者

の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置

を実施するために必要な技術的能力に係る審査

基準」にて要求される手順のうち、災害対策要

員が使用する手順書をまとめたもの 
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② 警戒事態等が発生～原子力防災(準備)体制発令 

【災害対策要員】(当番者) 

・技術系当番者 

 (副原子力防災管理者) １名 

・事務系,調整当番者 ２名 

指揮・通報対応 

【災害対策要員】 

・社員(運転支援等) ３名 

・協力会社(運転支援等) ４名 

・協力会社(瓦礫撤去等) ２名 

・協力会社(消防) ８名 

当直対応 

【３号機運転員】 

・発電課長（当直） １名 

副長  １名 

運転員 ４名 

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ、大津波警

報発令等により中央制

御室等へ参集 

事象

発生

連絡 指示 

連絡･報告 

地域対応班（班長：総務課課長） 

技術班（班長：技術課長） 

総務班（班長：総務課長） 

施設防護班（班長：施設防護課長） 

労務班（班長：労務安全課長） 

広報班（班長：広報課長） 

放管班（班長：安全管理課長） 

指示 

【発電所対策本部】 

・本部長(原子力防災管理者） 

 

・副本部長（３号機責任者*(次長)を含む） 

 

・委員(原子炉主任技術者を含む) 

連絡･報告 

指示

(支援) 

運転要領に予め規定さ

れた操作については、発

電課長(当直)の指示に

より、当直が主体的とな

って実施する。 

④ 原子力防災(準備)体制確立後（長期対応） 

 

発電所対策本部 

指示 

連絡･報告 

【３号機運転員】 

・発電課長（当直）１名 

・副長１名 

・運転員４名 

連絡･

報告 

【災害対策要員】 

・協力会社（消防）８名 

指示 

【災害対策要員】 

・社員（運転支援等）３名 

・協力会社（運転支援等）４名 

・協力会社（瓦礫撤去等）２名 

連絡･報告 

※１ 原子力防災業務計画上の定義 

 ○ 原子力防災準備体制：原災法第 10 条未満の事象(警戒事象)発

生時の体制。 原子力防災体制と同等の体制

とする。 

 ○ 原子力防災体制：原災法第 10条(特定事象)、第 15 条(原子 

           力緊急事態事象）発生時の体制。 

■ 対応要員：災害対策要員の当番者３名は総合管理事務所に宿直 

  (宿直）  災害対策要員の社員３名及び協力会社員６名は管理事務

所で宿直 

   災害対策要員(消防要員)の協力会社員８名は、発電所構

内に常駐 

■ 当直  ：６名（「泊発電所運転要領」で定める通常運転時(モード

１～モード４)の最低要員数） ・通報連絡 
・原子力防災(準
備)体制発令 

・要員召集連絡 

① 通常運転時の体制（夜間・休日の最低要員数の場合） 

通常運転時～初動対応体制 原子力防災(準備)体制※１※２ 

対応要員(宿直) 当 直 

【３号機運転員】 

・発電課長（当直） １名 

副長  １名 

運転員 ４名 

■ 指揮・通報対応：夜間・休日の場合には、発電課長（当直）より

事象発生の連絡を受けた副原子力防災管理者が原子

力防災(準備)体制を発令し、関係箇所への通報・連絡

及び要員召集連絡を速やかに行う。 

■ 当直対応：災害対策要員は、原子炉ﾄﾘｯﾌﾟのﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞ、地震発生、

大津波警報発令等により、中央制御室へ参集又は現場

に直行する。 

事象

発生 

５－１．重大事故等発生時における原子力防災(準備)体制の確立について（夜間･休日） 

 

運転班（班長：発電室課長(運営統括）） 

事務局（班長：運営課長） 

電気工作班（班長：電気保修課長） 

機械工作班（班長：機械保修課長） 

土木建築工作班（班長：土木建築課長） 

■原子力防災管理者（発電所長）である本部長、副本部長、委員(原子炉主任技術者を含む）、及び１２の班の要

員が参集し、対策本部体制が確立する。 

■対策本部体制確立後、発電課長（当直）の指揮下で初動対応を実施している災害対策要員は、対策本部の指揮

下において各班長の指示により対応操作を実施する。 

■対策本部体制確立後、当直は対策本部の指揮下で操作を行うが、運転要領に予め規定された操作(具体的な操作

を「重大事故等発生時および大規模損壊発生時対応要領」により実施することが運転要領に明記されている場

合(例：格納容器自然対流冷却操作手順等）を含む）については、発電課長（当直）の指示・依頼により当直又

は各班が実施する。 

■複数号機において原子力災害が同時発生した場合に備え、副本部長には、予め本部長が定めた３号機指揮者（発

電所次長(保修担当)）が含まれ、３号機の情報収集及び事故対策の検討等を行うことにより、複数号機同時被

災時に、情報の混乱及び指揮命令の遅れが生じることのない体制とする。 

■原子炉主任技術者は、指揮者等からの状況連絡を受け、必要の都度、本部長へ意見具申、助言等を行う。 

※２ 原子力防災準備体制発令基準（例） 

 （原子力災害対策指針（警戒事態を判断するＥＡＬ）に基づく） 

① 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場

合において、電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポン

プによる給水機能が喪失すること 

② 重要区域において、火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能

の一部が喪失するおそれがあること。 

 ③ 泊発電所において、新規制基準で定める設計基準を超える外部

事象（竜巻、洪水、台風、火山等）が発生した場合（超えるお

それがある場合を含む）。 

  

 

意見具申・助言等 

 

【災害対策要員】 

・社員(運転支援等) ３名 

・協力会社(運転支援等) ４名 

・協力会社(瓦礫撤去等) ２名 

・協力会社(消防) ８名 

【災害対策要員】(当番者) 

・技術系当番者  １名 

・事務系,調整当番者 ２名 

発電所対策本部 

事務局 

【災害対策要員】(当番者) 

・技術系当番者 

 (副原子力防災管理者) １名 

・事務系,調整当番者 ２名 

運転班 

機械工作班 

電気工作班 

連絡･報告 

要員が参集し、発

電所対策本部体制

が確立する。 

■ 対策本部体制：副原子力防災管理者は、発電課長（当直）に連絡又

は参集した要員に指示し、プラントの状況把握に努める。 

災害対策要員は、要員が参集し対策本部の体制が確立する

まで、発電課長（当直）の指揮下で初動対応を行う。 

■ 当直  ：「運転要領」に基づき、初動対応を行う。適宜、副原子力

防災管理者へ状況を報告する。 

③ 原子力防災(準備)体制発令～体制確立(要員参集まで) 

【災害対策要員】 

・社員(運転支援等) ３名 

・協力会社(運転支援等) ４名 

・協力会社(瓦礫撤去等) ２名 

・協力会社(消防) ８名 

当 直 

【３号機運転員】 

・発電課長（当直） １名 

副長  １名 

運転員 ４名 

指示 

連絡･報告 

指示 

* 複数号機における

原子力災害同時発生

時の３号機責任者 
指揮統括 

当 直 
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② 警戒事態等が発生～原子力防災(準備)体制発令 

【災害対策要員】 

・発電所長 

・所長代理、次長 

・原子炉主任技術者 

・各課(室)長 等 

指揮・通報対応 

【災害対策要員】 

・社員(運転支援等) ３名 

・協力会社(運転支援等) ４名 

・協力会社(瓦礫撤去等) ２名 

・協力会社等(消防) ８名 

当直対応 

【３号機運転員】 

・発電課長（当直） １名 

副長  １名 

運転員 ４名 

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ、大津波警

報発令等により中央制

御室等へ参集 

事象

発生

連絡 指示 

連絡･報告 

■ 対応要員：災害対策要員の協力会社員６名は、平日・日中も確保で

きる体制 

       災害対策要員(消防要員)の協力会社員等８名は、発電所構

内に常駐 

       社員の３名は机上勤務員 

■ 当直  ：６名（「泊発電所運転要領」で定める通常運転時(モード 

      １～モード４)の最低要員数） 

・通報連絡 
・原子力防災(準
備)体制発令 

・要員召集 

① 通常運転時の体制（平日・日中の場合） 

通常運転時～初動対応体制 原子力防災(準備)体制※１※２ 

対応要員 当 直 

【３号機運転員】 

・発電課長（当直） １名 

副長  １名 

運転員 ４名 

■ 指揮・通報対応：発電課長（当直）より事象発生の連絡を受けた

発電室長が原子力防災管理者へ連絡する。原子力防災

管理者は原子力防災(準備)体制を発令し、関係箇所へ

の通報・連絡及び要員召集連絡を速やかに行う。 

■ 当直対応：災害対策要員は、原子炉ﾄﾘｯﾌﾟのﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞ、地震発生、

大津波警報発令等又は各課長からの連絡により、中央

制御室へ参集又は現場に直行する。 

事象

発生 

５－２．重大事故等発生時における原子力防災(準備)体制の確立について（平日・日中） 

【災害対策要員】 

・社員(運転支援等) ３名 

・協力会社(運転支援等) ４名 

・協力会社(瓦礫撤去等) ２名 

・協力会社等(消防) ８名 

【災害対策要員】 

・発電所長 

・所長代理、次長 

・原子炉主任技術者 

・各課(室)長 等 

 

地域対応班（班長：総務課課長） 

技術班（班長：技術課長） 

総務班（班長：総務課長） 

施設防護班（班長：施設防護課長） 

労務班（班長：労務安全課長） 

広報班（班長：広報課長） 

放管班（班長：安全管理課長） 

指示 

連絡･報告 

指示

(支援) 

運転要領に予め規定さ

れた操作については、発

電課長(当直)の指示に

より、当直が主体的とな

って実施する。 

③ 原子力防災(準備)体制確立後（長期対応） 

 

発電所対策本部体制 

指示 

連絡･報告 

【３号機運転員】 

・発電課長（当直）１名 

・副長１名 

・運転員４名 

連絡･

報告 

【災害対策要員】 

・協力会社等（消防）８名 

指示 

【災害対策要員】 

・社員（運転支援等）３名 

・協力会社（運転支援等）４名 

・協力会社（瓦礫撤去等）２名 

連絡･報告 

運転班（班長：発電室課長(運営統括）） 

事務局（班長：運営課長） 

電気工作班（班長：電気保修課長） 

機械工作班（班長：機械保修課長） 

土木建築工作班（班長：土木建築課長） 

■原子力防災管理者（発電所長）である本部長、副本部長、委員(原子炉主任技術者を含む）、及び１２の班の

要員が参集し、対策本部体制が確立する。 

■対策本部体制確立後、発電課長（当直）の指揮下で初動対応を実施している災害対策要員は、対策本部の指

揮下において各班長の指示により対応操作を実施する。 

■対策本部体制確立後、当直は対策本部の指揮下で操作を行うが、運転要領に予め規定された操作(具体的な操

作を「重大事故等発生時および大規模損壊発生時対応要領」により実施することが運転要領に明記されてい

る場合(例：格納容器自然対流冷却操作手順等）を含む）については、発電課長（当直）の指示・依頼により

当直又は各班が実施する。 

■複数号機において原子力災害が同時発生した場合に備え、副本部長には、予め本部長が定めた３号機指揮者

（発電所次長(保修担当)）が含まれ、３号機の情報収集及び事故対策の検討等を行うことにより、複数号機

同時被災時に、情報の混乱及び指揮命令の遅れが生じることのない体制とする。 

■原子炉主任技術者は、指揮者等からの状況連絡を受け、必要の都度、本部長へ意見具申、助言等を行う。 

  

【発電所対策本部】 

・本部長(原子力防災管理者） 

 

・副本部長（３号機責任者*(次長)を含む） 

 

・委員(原子炉主任技術者を含む) 

* 複数号機における

原子力災害同時発生

時の３号機責任者 
指揮統括 

当 直 

※１ 原子力防災業務計画上の定義 

 ○ 原子力防災準備体制：原災法第 10 条未満の事象(警戒事象)

発生時の体制。 原子力防災体制と同等の

体制とする。 

 ○ 原子力防災体制：原災法第 10条(特定事象)、第 15 条(原子 

           力緊急事態事象）発生時の体制。 

※２ 原子力防災準備体制発令基準（例） 

 （原子力災害対策指針（警戒事態を判断するＥＡＬ）に基づく） 

① 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場

合において、電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポン

プによる給水機能が喪失すること 

② 重要区域において、火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能

の一部が喪失するおそれがあること。 

 ③ 泊発電所において、新規制基準で定める設計基準を超える外部

事象（竜巻、洪水、台風、火山等）が発生した場合（超えるお

それがある場合を含む）。 

  

 




